






１　評価対象施設

２　利用状況（目標と実績）
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３　指定管理業務にかかる収支状況
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補足説明

・支出欄「Ｄ・Ｅ」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。
・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。
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事業収入

利用料比率

人件費率

再委託費比率

Ａ-Ｂ

Ｃ/Ａ

Ｄ/Ｂ

Ｅ/Ｂ

施設設置目的

主な実施事業

市民の福祉の増進及び健康づくりに寄与する

老人・母子及び父子並びに寡婦・児童・心身障害者（児）福祉の増進に関すること、市民
の健康の増進に関すること、各種福祉団体の事務等の用に供すること、ボランティアの
社会活動に必要な便宜供与に関すること

所在地

内、再委託料

自主事業費

支出計

事業費

内、人件費 2,449,000 2,657,000

16,761,636 18,308,381 18,085,688

16,761,636 18,308,381 18,085,688

2,407,000

8,695,036 9,142,258 9,357,627

令和５年度決算

18,085,688

18,085,688

18,308,381

18,308,381

収入計

指定管理料

利用料収入

自主事業収入

その他

令和３年度決算 令和４年度決算区　　　　分

16,761,636

16,761,636

単位成果指標 R５実績目標R４実績目標Ｒ３実績目標

講座利用者 人 3,684 2,306 3,684 2,739 3,684 2,635

令和５年度　指定管理者管理運営事業評価シート

赤穂市総合福祉会館等施設

赤穂市中広267番地

指定期間

評価実施年

開始日

終了日

令和　３年　４月　１日

令和　６年　３月３１日

選定方法 指定期間　３年のうち　３年目

赤穂市社会福祉協議会

赤穂市中広267番地

非公募

公の施設の名称

所在地

指定管理者
団体名

人 347 902 347 594 347 545

サークル活動利用者 人 3,496 2,901 3,496 3,526 3,496 4,550

相談利用者

保健利用者 人 1,760 4,085 1,760 4,312 1,760 0

リハビリ利用者 人 406 178 406 345 406 292

会議等利用者 人 21,176 10,270 21,176 15,820 21,176 20,332

その他利用者 人 5,933 5,366 5,933 6,290 5,933 6,531



４　事業評価

評価区分 評価項目 自己評価 所管評価

①
サ
ー
ビ
ス
の
履
行

人員体制

事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。 A A

必要な資格、経験を有する人員が確保されている。 A A

事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。 A A

第三者への委託
外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。 A A

外部委託業者に対して協定書等を遵守している。 A A

法令遵守等 法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。 A A

個人情報保護
個人情報保護に関する法令を遵守している。 A A

個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。 A A

情報公開
情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。 A A

協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。 A A

管理記録
業務日誌等を適切に整備、保管している。 A A

点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。 A A

連絡調整
協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。 A A

市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。 A A

緊急対応

事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。 A A

緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。 A A

緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。 A A

財務状況 指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。 A A

総　括 ①サービスの履行に関する評価 A A

②
サ
ー
ビ
ス
の
質

施設管理
協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。 A A

事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。 A A

利用者対応

利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。 A A

利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。 A A

言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。 A A

事業運営

事業計画に即し、必須事業を実施している。 A A

施設の目的に沿った自主事業を実施している。 - -

事業内容がサービス水準の向上に寄与している。 A A

維持管理

仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。 A A

仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。 A A

備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。 A A

協定書等に従い、適切に修繕を行っている。 A A

利用状況 利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。 A A

総　括 ②サービスの質に関する評価 A B

環境配慮 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。 A A

広報活動 事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。 A A

苦情等対応
要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。 A A

要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。 A A

事業評価
利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。 C C

利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。 A A

提案事項 指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。 A A

③
安
定
性

経理事務 専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。 A A

予算執行 収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。 A A

経費縮減 経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。 A A

収支状況 収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。 A A

総　括 ③安定性に関する評価 A A



※評価基準

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ 要改善

優良、要改善以外の評価

評価項目の評価の内、Cが１割以上含まれる。

自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。

優良、要改善以外の評価

自己評価、所管評価の「総括」にCが２つ以上含まれる。

自己評価・所管評価 協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。

協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。

協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。

評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。

優良

良好

要改善

優良総　　　　括

総合評価

良好

要改善

優良

良好

総合評価 AA前年評価

　協定書に基づき、適切に維持管理を行っている。諸問題等発生時には速やかに報告・
連絡・相談をさせていただいており、その都度、適切な指示をいただいている。
　令和5年度は新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことにより、サークル
活動者や会議等利用者が大幅に増加した。一方、生活習慣病健診等が実施されなかっ
たため、保健利用者はなかった。
　利用者アンケートを怠り実施しなかったので、6年度は適切に実施したい。

　基本協定、年度協定等の規定に基づき、管理及び運営に関する業務を適切かつ円滑
に行っていただいている。
　利用者からのフィードバックを受け、今後の会館利用に資するよう利用者アンケートを
適切に実施されたい。

【所管評価】

【自己評価】

所見
（成果、課題等）


